
令和５年４月１日以後開始事業年度等分 

 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№32】国外事業所等帰属所得に係る金額

及びその他の国外源泉所得に係る金額ご

とに、共通費用及び共通利子の配賦計算を

していますか。 

【№34】国外所得金額の計算において、別

表四の加減算額を調整していますか。 

（例） 別表八(二)の外国子会社から受け

る剰余金の配当等の益金不算入額、

別表十七(三の二)の特定外国関係会

社又は対象外国関係会社に係る課税

対象金額（本店所在地国及び支店所

在地国等において外国法人税を課さ

れないものを除きます。） 

【№33】24欄の金額は、税引後の金額としていますか。 

また、24欄の金額に係る計算の明細を記載した書類を添

付していますか。 

【№４】当事業年度に適用

される別表を使用してい

ますか。 

○ ○ ○ 

【№９】56欄の金額は、別表一

次葉の65欄の金額と一致してい

ますか。 

【№30】17欄は、別表六(二)付表五の35欄

の金額を転記していますか（２～16欄への

記載は不要です。）。 

【№30】52欄は、別表六(二)付表五の43欄

の金額を転記していますか（50欄及び51欄

への記載は不要です。）。 


